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北秋田地域振興局大館福祉環境部自家用

電気工作物保安管理業務委託特記仕様書

Ⅰ 業務概要

１ 委 託 名 北秋田地域振興局大館福祉環境部

自家用電気工作物保安管理業務委託

２ 業務場所 大館市十二所字平内新田２３７－１ 大館福祉環境部

３ 委託期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

Ⅱ 業務範囲

１ 自家用電気工作物の概要

需要設備

受電電圧 ６，６００Ｖ

設備容量 ２３０ｋＶＡ

最大電力 １５３ｋＷ

発電所

種類 太陽電池

発電電圧 １００／２００Ｖ

太陽光パネル出力 １０ｋＷ（２５０Ｗ×４０枚）

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ出力 １０ｋＷ

系統連系 有

２ 業務内容

一 定期点検 当該電気工作物の点検、測定および試験について、別表に

定める項目により、月次点検および年次点検を行うこと。

二 臨時点検 事故が発生したときなど発注者が必要と認める都度に、別

表に定める項目により、臨時点検を行うこと。

三 点検の結果、不良箇所がある場合は、発注者に対して助言または指導

を行うこと。

四 発注者に対して、事故が発生したときの応急処置、原因調査および再

発防止について、指導を行うこと。

五 発注者に対して、電気関係法令に定める電気事故報告書の作成および

手続きの方法について、指導を行うこと。

六 電気関係法令に基づく立入検査が行われる場合、立会いを行うこと。
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Ⅲ 提出図書

１ 委託業務着手届 着手後、速やかに

２ 業務計画書 業務着手前までに

３ 作業報告書 作業実施後毎、速やかに

４ 有資格者証の写 電気主任技術者の写を入札参加資格確認申請書

等の提出期限までに

Ⅳ その他

１ 事故等の措置

事故等の緊急事態に備え、適切な処置が行えるような体制を確保する

こと。

２ 作業従事者

この業務は、有資格者が行うこと。

点検に必要な器具、工具および油脂類等は、受注者の負担とする。

３ 建物内施設等の利用

作業のために執務室等を利用したい場合は、大館福祉環境部の担当者

と協議すること。

４ 駐車場の利用

施設内の駐車場の利用は、大館福祉環境部の担当者より指定を受ける

こと。


